
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

防災行政無線用屋外拡声装置 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、屋外のポールに設置して使用する防災等行政無線用の拡声装置であ

る。親機（地方自治体の市町村同報等防災行政無線）からのデジタルセルコール信

号（５４～６８ＭＨｚ）を受信し増幅部の電源を投入して拡声送出を行い、スピー

カーより出力する拡声装置である。 

 なお、筐体はステンレス製で施錠ができ、停電補償機能としての蓄電池を内蔵し

ている。 

 

○構造、仕様、意匠 

 外観寸法等：幅２１８×高さ６３７×奥行２５０㎜、重量約４０㎏ 

 定   格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、０.５Ａ 

 

○主な使用者、販売先 

行政機関 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、行政無線放送専用の拡声装置であり、一般のラジオ放送を受信するこ

とができないので、「ラジオ受信機」に該当しないことから、非対象として取り扱

うことが妥当と判断する。 

 

 


